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新規取引先の開拓を積極的に取り組もうとする県内企業に対し、全国規模の
専門展示会において島根ブースでの共同出展により営業活動を支援します。

出展企業（予定含む）期 間展示会名

10社2026.4.8～10機械要素技術展（名古屋）

17社2026.7.1～3機械要素技術展（東京）

10社程度
（4月末～募集開始予定）2025.10.7～9機械要素技術展（大阪）

令和8年度 出展予定展示会

企業負担金

新規出展企業 一般枠：7万円、特別枠：3.5万円
継続出展企業 一般枠：15万円、特別枠：7.5万円
※ 特別枠は三菱マヒンドラ農機もしくはリョーノーファ

クトリーと取引があり、売上全体の5%以上（直近の
決算期）を占める企業が対象（ティア2、3含む）

※ 旅費、宿泊費は別途必要

専門展示会出展支援・各種展示会出展費用の助成

※下期以降、上記に加え他展示会への出展可能性あり

募集終了

募集終了
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県内の意欲ある中小企業が、自社の製品や技術をPRするため、県外で開催される
専門展示会や見本市に出展にかかる経費の一部を助成します。

●対象者
・島根県内に事業所を有する中小企業
・機械金属、樹脂、電気及び電子部品等の製造を行っている企業

●対象となる展示会
・エリア：島根県外かつ日本国内で開催
・規模：全国的な規模の展示会等
・分野：環境、福祉、住環境、機械金属、エレクトロニクス等

1

●助成額 一般枠：上限30万円 対象経費の1/2   ※随時審査（予算に達し次第、終了）
特別枠：上限45万円 対象経費の3/4

特別枠は三菱マヒンドラ農機もしくはリョーノーファクトリーと取引があり、売上全体の
5%以上（直近の決算期）を占める企業が対象（ティア2、3含む）

●対象経費
①出展小間料：出展期間中の出展小間料
②小間装飾費：小間の装飾費、出展に必要な資材費（ポスター・パネル作成等）

リース代（会期中に会場で使用する机・椅子等）、会場での光熱水費等
③旅 費：展示会等に参加する際の交通費および宿泊費 ※原則１事業者につき１名分

専門展示会出展支援・各種展示会出展費用の助成

専門展示会出展助成金



新たな手法による営業活動助成

営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金

コロナ禍～アフターコロナにおける、「新たな日常に対応したものづくり産業販路
拡大支援事業」として営業代行会社を活用した販路支援助成金の公募しております。

営業代行を活用して販路拡大を図る取組みを支援
（対象者）機械金属、樹脂、電気および電子部品等を製造する県内中小企業
（助成額）一般枠：上限100万円 対象経費の1／２

特別枠：上限150万円 対象経費の3／４
※特別枠は三菱マヒンドラ農機もしくはリョーノーファクトリーと取引があり、

売上全体の5%以上（直近の決算期または直近３か年の平均）を占める企業が
対象（ティア2、3含む）

（対象経費）営業代行会社等のサービス利用料、
サンプル・パンフレット等の製作費等



三菱マヒンドラ農機株式会社の
撤退による緊急支援について

令和8年3月27日
松 江市

1

令和8年3月27日
取引事業者向け事業説明会
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協力企業の資金繰りを支援
～信用保証料補給金（三菱マヒンドラ農機関連）～

（産業経済部商工企画課）

事業費：2,000万円

○対象者
三菱マヒンドラ農機㈱またはリョーノーファクトリー㈱との取引(間接的な取引を含む)が
売上全体の5％以上を占め、売上高について前年同期比5％以上の減少が見込まれる事業者

○対象経費
島根県の中小企業制度融資を活用した運転資金の借入にかかる信用保証料の全額

○補助率
10/10（全額）

協力企業の資金繰りを支援し経営の安定化を図るため、島根県中小企業融資制度によ
る運転資金の借入にあたり支払った信用保証料を全額助成する。（繰越明許費設定）

三菱マヒンドラ農機株式会社等の協力企業を緊急支援

2

新

【参考】島根県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金」概要
○対 象 者 経営の安定に支障が生じている中小企業者等
○融資期間 8年間（据置期間1年以内）
○融資利率(R7) 1.35%（責任共有） 1.20%（責任共有以外）
○融資限度額 8,000万円



協力企業の販路拡大を支援（１）
～販路拡大支援事業費（三菱マヒンドラ農機関連）（県協調分）～
（販路拡大支援事業費（三菱マヒンドラ農機関連））

（産業経済部ものづくり産業支援センター）

事業費：704万円

※①・③の対象は、島根県の「営業代行等を活用したものづくり産業販路拡大支援助成金」「専門展
示会出展助成金」の交付決定を受けている事業。本市補助制度を合わせると補助率は10/10

事業継続に向けた経営の安定化を図るため、島根県と協調して、三菱マヒンドラ農
機㈱の撤退により売上高に影響が出る協力企業に対して、販路拡大のための取組み
にかかる経費を支援する。（繰越明許費設定）

三菱マヒンドラ農機株式会社等の協力企業を緊急支援

対象者
補助率

（上限額）
概要事業名

三菱マヒンドラ農機
㈱またはリョーノー
ファクトリー㈱との
取引が売上全体の5％
以上を占める市内製
造業者

県3/4
市1/4

（200万円）

ものづくり企業が営業代行業者を
活用して、自社の製品・部品等を
営業・販売する取組みを支援

①営業代行を活用した
ものづくり産業販路拡大
支援事業※

10/10
（7.5万円）

しまね産業振興財団が展示会で用
意する共同出展ブースの出展負担
金を支援

②展示会出展支援事業

県3/4
市1/4

（60万円）

県外で開催される展示会への出展
費用を支援

③専門展示会出展支援事業※

3

新



協力企業の生産プロセス変革・拡充を支援
～製造業生産プロセス変革等支援事業費（三菱マヒンドラ農機関連） ～

事業費：5,400万円

【対象要件（①②③のすべてを満たす）】
①三菱マヒンドラ農機㈱またはリョーノーファクトリー㈱
との取引が売上全体の5％以上を占める市内製造業者

②新規受注に対応する設備投資
③島根県の「ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業
補助金」の交付決定を受けていること

【補助率・補助上限額】
補助率：県（7.5/10）＋市（1.5/10） 9/10以内

【参考】県補助金の内容
○補助率：7.5/10（＝3/4）（上限額：3,000万円）

製造業者の収益確保に資する、生産プロセスの変革・
拡充または新事業の構築に必要な設備投資にかかる経
費を、島根県と協調して支援する。（繰越明許費設定）

三菱マヒンドラ農機株式会社等の協力企業を緊急支援

（産業経済部ものづくり産業支援センター） 4

新

事業費4,000万円の場合

県＋市＝3,600万円

（補助割合 9/10）

【県】
補助率 7.5/10

補助額 3,000万円

【市】
補助率 1.5/10
補助額 600万円

【事業者】
自己負担400万円

市上限額市補助割合事業費

600万円1.5/104,000万円以下

3,000万円9/10-県補助割合4,000万円を超える場合

事業費6,000万円の場合

県＋市＝5,400万円

（補助割合 9/10）

【県】
補助割合 5/10

補助額 3,000万円
（上限額）

【市】
補助割合 4/10

補助額 2,400万円

【事業者】
自己負担600万円

【補助率イメージ】



協力企業が収益確保を図るための新たな取組みを支援
～商業・サービス業等新事業支援事業費（三菱マヒンドラ農機関連） ～

事業費：1,080万円

【対象要件（①②③のすべてを満たす）】
①三菱マヒンドラ農機㈱またはリョーノーファクトリー㈱
との取引が売上全体の5％以上を占める事業者

②新規の施設改修費・設備導入費・設備に関連する備品費
③島根県の「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業
補助金」の交付決定を受けていること

【補助率・補助上限額】
補助率：県（7.5/10）＋市（1.5/10） 9/10以内

【参考】県補助金の内容
○補助率：7.5/10（＝3/4）（上限額：600万円）

飲食・商業・サービス業等が収益確保を図るため、

新たに取り組む施設改修・設備導入等にかかる経費
を、島根県と協調して支援する。（繰越明許費設定）

三菱マヒンドラ農機株式会社等の協力企業を緊急支援

（産業経済部商工企画課） 5

新

事業費800万円の場合

県＋市＝720万円

（補助割合 9/10）

【県】
補助率 7.5/10
補助額 600万円

【市】
補助率 1.5/10
補助額 120万円

【事業者】
自己負担80万円

市上限額市補助割合事業費

120万円1.5/10800万円以下

600万円9/10-県補助割合800万円を超える場合

事業費1,200万円の場合

県＋市＝1,080万円

（補助割合 9/10）

【県】
補助割合 5/10
補助額 600万円
（上限額）

【市】
補助割合 4/10
補助額 480万円

【事業者】
自己負担120万円

【補助率イメージ】



設備投資に関する支援
中小企業新事業進出補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業省力化投資補助金

令和８年３月２７日

中国経済産業局 経営支援課

別紙３



⚫ 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援します。

1

中小企業新事業進出補助金

項目 内容

1 補助上限

従業員数 1～ 20人:2,500万円

21～ 50人:4,000万円

51～100人:5,500万円

101人～ :7,000万円
※補助下限は750万円

※一定の賃上げを行う場合補助上限の上乗せあり

（補助率 1/2）

2 事業期間 交付決定から14ヶ月以内（ただし採択発表から16ヶ月以内）

3 対象者
企業の成⾧・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小
企業等

4 要件

①当該中小企業等にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客
に提供する新たな挑戦であること

②付加価値額 年平均成⾧率4.0%以上

③賃上げ 給与支給総額年平均成⾧率2.5%以上など

④事業場内最低賃金 地域別最賃+30円以上の水準

等

5 対象経費 建物費、機械装置・システム構築費 等

【概要】

⚫ 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装
置部品の製造に挑戦

⚫ 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイス
キー製造業に進出

【活用イメージ】

【第４回公募】

公募要領公開:令和８年３月末を予定

チラシはこちら→ 補助金HPこちら→
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⚫ 新製品・新サービスの開発や海外需要開拓等に必要な設備投資等を支援します。

3

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

項目 内容

1 補助上限

従業員数 1 ～ 5人:  750万円

6～ 20人:1,000万円

21～ 50人:1,500万円

51人～ :2,500万円
※補助下限は100万円

※一定の賃上げを行う場合等補助上限の上乗せあり

（補助率 中小企業1/2、小規模等2/3）

2 事業期間 交付決定から10ヶ月以内（ただし採択発表から12ヶ月以内）

3 対象者 中小企業・小規模事業者等

4 要件

①付加価値額 年平均成⾧率3%以上増加

②1人あたり給与支給総額 年平均成⾧率3.5%以上増加

③事業所内最低賃金 地域別最金+30円以上の水準

等

5 対象経費 機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経
費 等

6 その他
海外事業の実施による国内の生産性向上を支援するグロー
バル枠も措置

【概要】

⚫ 製品・サービス高付加価値化枠で・・・
-最新複合加工機を導入し、これまではできなかった精密
加工が可能になり、より付加価値の高い新製品を開発

⚫ グローバル枠で・・・
-海外市場獲得のため、新たな製造機械を導入し
新製品の開発を行うとともに、海外展示会に出展

チラシはこちら→

【活用事例】

顧客からの原価低減の要請が厳しく、また、
新規顧客の開拓が難しい業態を克服する
ため、自動車やAIの電子部品を試作、量
産するための設備を導入。
加工可能な寸法が拡大し、他社やこれまで
自社で対応できなかった受注も可能となった。

（例えば）

【第２３次公募】

公募要領公開:令和８年２月６日

申請受付期間:令和８年４月３日～５月８日１７:００

補助金HPはこちら→



⚫ 技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓（輸出）に向けた国内の輸
出体制の強化に係る設備投資等を支援します。

4

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

※1:従業員数により補助上限は異なる、 ※2:一定の賃上げを行う場合は補助上限を引上げ、 ※3:最低賃金の引上げを行う場合は補助率2/3、
※4:新事業進出枠及びグローバル枠のみ、 ※5:グローバル枠のみ

項目 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠 グローバル枠
補助上限 2,500万円※1、2（補助率1/2※3、2/3） 7,000万円※1、2（補助率1/2※3） 7,000万円※1、2（補助率2/3）

事業期間 交付決定日から10か月以内 交付決定日から14か月以内

対象者 中小企業・小規模事業者等

要件

①付加価値額:年平均成⾧率4.0%以上増加
②賃上げ:1人あたり給与支給総額年平均成⾧率3.5%以上
③事業場内最低賃金:事業実施都道府県の最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表及び職場環境改善に向けて追加的に取組を行うこと
等

対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、建物費※4、構築物費※4、海外旅費※5、通訳・翻訳費※5 等

【活用事例】

最新複合加工機を導入し、これまではでき
なかった精密加工が可能になり、より付加
価値の高い新製品を開発

鉄鋼材加工業で培ってきた技術を活
かして、新たに半導体製造装置部品
の製造に挑戦

海外の展示会で現地ニーズを調査し、
国内に最新設備を導入。新規顧客
への営業で輸出品に採用されるタッチ
センサの受注を新規獲得

革新的新製品・サービス枠で・・・ 新事業進出枠で・・・ グローバル枠で・・・



⚫ 人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しするための支援です。

⚫ 省力化効果のある設備・システムなどをオーダーメイド・セミオーダーメイドで導入する際に活用できます。

5

中小企業省力化投資補助金（一般型）

項目 内容

1 補助上限

従業員数 1～  5人: 750万円

6～ 20人:1,500万円

21～ 50人:3,000万円

51～ 100人:5,000万円

101人～ :8,000万円
※一定の賃上げを行う場合等補助上限の上乗せあり

（補助率 中小企業1/2、小規模等2/3）

2 事業期間 交付決定から18ヶ月以内（ただし採択発表から20ヶ月以内）

3 対象者 中小企業・小規模事業者 等

4 要件

①労働生産性 年平均成⾧率4%以上

②1人あたり給与支給総額 年平均成⾧率3.5%以上増加

③事業所内最低賃金 地域別最金+30円以上の水準

④省力化の度合いや投資回収年数を記載した事業計画の策定

等

5 対象経費 機械装置・システム構築費 等

【一般型】

チラシはこちら→

⚫ 通信販売事業でオンラインショッピングの顧客数及び購買量
に対応するため、自動梱包機及び倉庫管理システムをオー
ダーメイドで開発・導入

⚫ 自動車関連部品製造事業で検査が難しい微細な自動車
関連部品の製造を効率的に行うため、最新のデジタルカメ
ラやAI技術等を活用した自動外観検査装置を事業者の
現場に合わせた形で導入

【活用事例】

【第６回公募】

公募要領公開:令和８年３月１３日

申請受付期間:令和８年４月中旬～５月中旬（予定）

補助金HPはこちら→



6

一般型:採択事例



⚫ 人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しするための支援です。

⚫ 省力化製品を対象製品のリスト（カタログ）から選んで導入する際に活用できます。

7

中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）

項目 内容

1 補助上限

従業員数 ～  5人: 200万円

6～ 20人:  500万円

21人～  :1,000万円
※一定の賃上げを行う場合補助上限の上乗せあり

（補助率1/2以下）

2 事業期間 交付決定から１２ヶ月以内

3 対象者 中小企業・小規模事業者 等

4 要件 労働生産性 年平均成⾧率3%以上

5 対象経費 カタログに掲載された省力化製品の購入費

【カタログ注文型】

随時申請受付中

⚫ 旅館において、自動清掃ロボットを導入することで受付の人
員を増強し、手続き迅速化・おもてなし等で顧客満足度を
向上させ、高付加価値化

⚫ 倉庫に無人搬送車を導入することで、棚替え業務を省力化
し、 多くの受注をこなすようにすることで生産性を向上

【活用事例】

カタログはこちら→ 補助金HPはこちら→チラシはこちら→
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御清聴ありがとうございました

9



ものづくり産業生産プロセス変革等支援事業
（エネルギー価格・物価高騰対策分）

エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている製造業者の生産プロセスの変革・拡
大や新事業構築による収益確保のために必要な設備投資等を支援します。

①事業目的

②補助内容 ※直近決算期で三菱マヒンドラ農機等と売上全体の5％以上の取引を有し、新規受

注に対応するための設備導入を行う場合

・新たな事業若しくは市場への参入、新製品の開発、又は
新たな取引先を獲得するための事業

（例：新規取引先から求められる加工精度に対応するた
めのNC旋盤の導入）

・生産量の増加を図る取組
（例：既存取引先の追加受注に対応するための高性能な

加工機の導入）

対象
事業

中小企業者（みなし大企業を除く）のうち、製造業者
※エネルギー価格・物価高騰の影響を受けていること

対象者

下限500千円、 上限30,000千円補助額

３／４以内（千円未満切り捨て、国庫補助金との併用可だが、総事業費に対する国庫補助金
とこの補助金の合計額は３/４以内）

補助率

設備導入費（機械、装置、ソフトウェア、器具備品等の設置・購入費）、改修費、システム
開発費、技術導入費、運搬費

対象
経費

交付決定日から最長で令和8年1月３１日まで ※ 延長不可事業期間
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飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業 

予算額：165,000 千円 

 

 

１．目的・背景 

 エネルギー価格・物価高騰、人件費上昇等の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営む中小

企業者等に対して、収益の確保を図るための新たな取組の経費の一部を補助することにより、エネルギ

ー価格・物価高騰等の影響に対応する事業の推進及び事業継続を目的とする。 

 

２．事業概要 

（１）対象者 

   島根県内に主たる事業所を有し、現に飲食・商業・サービス業等を営む事業者 

（２）補助要件 

① 自社にとって新たな取組（新商品開発、新技術開発等）のための設備投資であって、生産性向

上が認められるものであること 

② ３年以内に、当該投資による年間の売上が投資額以上となる計画であること 

（３）補助対象 

設備導入費、設備に関連する備品費、施設改修費 

 ※ 過年度において既に同事業を活用した事業者を含め、改めて支援を実施。 

 

３．追加支援の内容 

 三菱マヒンドラ農機（株）の農業用機械事業からの撤退を受けて、三菱マヒンドラ農機（株）又はリ

ョーノーファクトリー（株）と取引関係のある県内事業者の売上減少が懸念される。 

 そのため、当該事業者による、新たな収益の確保に向けた取組などを支援する。 

 

枠区分 要件 補助率 補助額 

一般枠 ①自社にとって新たな取組（新商品開発、新技

術開発等）のための設備投資であって、生産性

向上が認められるものであること 

②３年以内に、当該投資による年間の売上が投

資額以上となる計画であること 

補助率 1/2 

※コロナ資金（借

り換え資金を含

む）を利用してい

る場合 2/3 

上限額 4,000 千円 

下限額  400 千円 

特別枠（仮） ①、②に加え、下記の要件を満たす場合 

・三菱マヒンドラ関連の売上が全体の 5％以上

を占めていること 

補助率 3/4 

 

上限額 6,000 千円 

下限額  400 千円 
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島根県中小企業制度融資 
 

 

 

 

令和８年３月２日に、三菱マヒンドラ農機（株）及びリョ—ノーファクトリー（株）（このチラシに

おいて「三菱農機等」といいます。）が、農業用機械事業からの撤退を発表されたことを受け、三菱農

機等をセーフティネット資金の「指定事業活動制限事業者」に指定するとともに、対象者要件及び融

資限度額を緩和し、三菱農機等の事業活動の制限により経営の安定に支障を来している中小企業者等

の資金繰りを支援します。 

制 度 名 セーフティネット資金 

対 象 者 

中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、知事が指定する「指
定事業活動制限事業者」と取引関係にあり、売上高等が減少しているもの 

 

【三菱農機等特別枠】 

三菱農機等との取引関係（間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。）
にあって、その取引規模が月商の５％以上であり、かつ同社の事業活動の制限
を受け、原則として１ヶ月間に売上高等が前年同月比５％以上減少し、その後
２ヶ月間を含む３ヶ月間の売上高等が前年同期比５％以上減少することが見
込まれること 

融 資 限 度 額 ８，０００万円（月商による限度額なし） 

資 金 使 途 運転資金 

融 資 期 間 ８年以内（据置期間１年以内を含む） 

返 済 方 法 元金均等分割返済 

貸 付 利 率 

令和 7 年度 責任共有  年１．３５％（固定） 
責任共有外 年１．２０％（固定） 

令和 8 年度 責任共有  年１．４５％（固定） 
責任共有外 年１．３０％（固定） 

信用保証料率 年０．４％～年１．７％ 
担 保 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります 

連 帯 保 証 人 
法人 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります 
個人 原則として不要 

取 扱 期 間 令和８年３月１６日～令和９年３月３１日 

【注】セーフティネット保証の要件を満たし、市町村長の認定を受けた場合も、セーフティネット資金

の対象となります。（信用保証料率：年 0.40％～年 0.91％、融資限度額：8,000 万円〔セーフ

ティネット保証７号を除き、月商による限度額なし〕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、 
しまね産業振興財団 

 

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 資 金 （ 三 菱 農 機 等 特 別 枠 ） 

セーフティネット資金ご利用の流れ 

市町村(※2)の 
担当窓口で 
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の
認定書を取得 

保証承諾 
融資実行 

融資審査 

保証審査 

お問合せ先  島根県商工労働部中小企業課金融係 

ＴＥＬ0852-22-5882 ホームページアドレス http://www.pref.shimane.lg.jp/keieishien/ 

※2 申請する市町村 
 法人：登記上の住所地又は事業実体のある 

事業所の所在地の市町村 
 個人：事業実体のある事業所の所在地の市町村 

（審査の結果ご希望 

に添えない場合が 

あります。） 

融資の 
申込 

三菱農機等を指定（指定期間：令和８年３月２日～令和９年３月３１日） 

※１ セーフティネット資金のうち、三菱農機等関連の融資条件に係る名称であり、新たな資金を設けるものではありません。 

※１ 

申し込み先 

（セーフティネット保証の認定を 
受ける場合のみ） 
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日本政策金融公庫 中小企業事業 の

経営環境変化対応資金

セーフティ ネット 貸付

安
定
資
金
で

安
定
経
営
。

対象者
社会的、経済的環境変化の

中で、資金の導入を お考え

の方

金　 利

長期固定

融資限度額

7 億 2 千万円

融資期間
設備資金

運転資金

2 0 年以内

（ う ち据置期間3 年以内）

1 0 年以内

（ う ち据置期間3 年以内）

直接貸付

社会的、経済的環境の変化など外的要因により 、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたし
ているが、中長期的には、その業況が回復し 、かつ、発展すること が見込まれる中小企業者の
経営基盤の強化を支援し ます。
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経営環境変化対応資金
中小企業事業 の日本政策金融公庫

本店　 〒1 0 0 -0 0 0 4 　 東京都千代田区大手町1 -9 -4

h ttp s ://w w w .jf c .g o .jp /

●直接貸付　 日本公庫中小企業事業の窓口にお申し 込みく ださ い。

その他

融資のお申し 込み

直接貸付において一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要と なり ます。■保証人

0120-154-505
( 行 こ う よ ！ 公 庫 )

お問い合わせ窓口 事業資金相談ダイ ヤル

R 8 0 3

上記は本制度の概要です。詳し く は日本公庫中小企業事業の窓口または事業資金相談ダイヤルにお問い合わせく ださ い。

ご利用いただける方 ご利用いただける資金（ 注1 ） 融資限度額 融資利率（ 注2 ） 融資期間

社会的、 経済的環境の変化など外的要因によ

り 、 一時的に売上の減少など業況悪化を き た

し ているが、 中長期的にはその業況が回復し

発展するこ と が見込まれる 方で、 次のいずれ

かに当てはまる方

社会的な要因などにより 企

業維持上緊急に必要な 設

備資金および経営基盤の

強化を 図るために必要な

長期運転資金

直接貸付

7 億2 千万円

基準利率（ 長期運転資金に

限り 、上限 2 .5 % ）

ただし 、（ E ） に当てはまる

方のう ち 、次のいずれかに

該当す る 方に つ い て は、

基 準 利 率 -0 .4 % （ 上 限

2 .5 % ）

（ 1 ） 原油価格上昇を はじ

め と し た 原材料・ エ ネ ル

ギーコ スト 増の影響、ウク

ラ イ ナ情勢の変化の影響

ま た は米国自動車関税措

置等の影響を 受けており 、

かつ、 最近における 売上

高総利益率ま た は売上高

営業利益率が前期に比し

5 % 以上減少し ている 方

（ 2 ） A L P S 処理水の処分 

に伴う 風評影響ま た は米

国自動車関税措置等の影

響を受けており 、 かつ、 最

近における 売上高が前期

に 比し 、 5 % 以上減少し

ている方

設備資金

2 0 年以内
（ うち据置期間3 年以内）

運転資金

10 年以内
（ うち据置期間3 年以内）

A
最近の決算期における 売上高が前期ま

たは前々期に比し 5 ％以上減少し て い

る方

B

最近3 ヵ 月間の売上高が前年同期ま た

は前々年同期に比し 5 % 以上減少し て

おり 、 かつ、 今後も 売上減少が見込ま

れる 方

C
最近の決算期における 純利益額ま たは

売上高経常利益率が前期または前々期

に比し 悪化し ている方

D
最近の取引条件が回収条件の長期化

ま た は支払条件の短縮化な ど に よ り

0 .1 ヵ 月以上悪化し ている 方

E
社会的な 要因によ る 一時的な 業況悪化

によ り 資金繰り に著し い支障を き たし

ている方またはき たすおそれのある方

F
最近の決算期において、 赤字幅が縮小

し たも のの税引前損益ま たは経常損益

で損失を 生じ ている方

G

前期の決算期において、 税引前損益ま

たは経常損益で 損失を 生じ て おり 、 最

近の決算期において、 利益が増加し た

も のの利益準備金およ び任意積立金な

ど の合計額を 上回る 繰越欠損金を 有し

ている方

H

前期の決算期において、 税引前損益また

は経常損益で損失を生じ ており 、 最近の

決算期において、 利益が増加し たも のの

債務償還年数が1 5 年以上である方

（ 注 1 ） 長期運転資金には、 建物等の更新に伴い一時的に施設等を 賃借するために必要な資金を 含みます。
（ 注 2 ） 信用リ スク ・ 融資期間などに応じ て所定の利率が適用さ れます。



日本政策金融公庫 中小企業事業 の

企業再生貸付

事業再生・ 企業再建支援資金

金　 利

長期固定

対象者
経営改善、経営再建などに取

り 組む方

企
業
再
建
を
応
援
し
ま
す
。

融資限度額

2 0 億円

融資期間

2 0 年以内

（ う ち据置期間5 年以内）

地域経済の産業活力維持のため、経営改善、経営再建などに取り 組む必要が生じ ている中小
企業者を支援し ます。

企業再建、経営改善支援関連

直接貸付
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0120-154-505
( 行 こ う よ ！ 公 庫 )

お問い合わせ窓口 事業資金相談ダイ ヤル

R 8 0 3

企業再建資金

上記は本制度の概要です。詳しく は日本公庫中小企業事業の窓口または事業資金相談ダイヤルにお問い合わせく ださ い。

中小企業事業 の日本政策金融公庫

本店　 〒1 0 0 -0 0 0 4 　 東京都千代田区大手町1 -9 -4

h t tp s ://w w w .jf c .g o .jp /

●直接貸付　 日本公庫中小企業事業の窓口にお申し 込みく ださ い。

その他

融資のお申し 込み

直接貸付において一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要と なり ます。■保証人

日本政策金融公庫 中小企業事業 の

企業再建、 経営改善支援関連事業再生・ 企業再建支援資金
ご利用いただける方 ご利用いただける資金（ 注1 ） 融資限度額 融資利率（ 注2 ） 融資期間

（ １ ）経営改善、経営再建などに取り 組む必要がある中

小企業の方で、①〜③のすべてに当てはまる方

　 ①次のいずれかに当てはまり 、早急に企業再建を行

う 必要がある方

　 　 イ.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡

さ れた企業と 密接な取引関係を有する方

　 　 ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の

要件に該当する方

　 　 ハ.過剰債務の状況に陥っ ている方

　 　 二.中小企業活性化協議会（ 旧： 中小企業再生支

援協議会を含む。）などの関与の下で事業の再

生を行う 方

　 　 ホ.事業資金の借入について、弁済に係る負担の

軽減を目的と し た条件変更を行っ ている方

　 　 ヘ.第二会社方式により 再生を図る方

　 　 ト .過去延滞等により サービサーに債権が譲渡さ

れている先であっ て、再生を図る方

　 ②相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業

再建計画が策定さ れ、金融機関の協力が得ら れる

など関係者による支援体制が構築さ れており 、自

助努力により企業再建が見込まれる方

　 ③当公庫が融資後も 継続的に企業再建に対する経

営指導を行う こと で、円滑な企業再建の遂行が可

能となる方

（ 2 ）次のいずれかに該当する方

　 ①中小企業等経営強化法に定める認定経営革新など

支援機関（ 以下、「 認定支援機関」という 。）による経

営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取

り 組んでいること。

　 ②過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の

策定を行い、認定支援機関による指導および助言

を受けており 、かつ、同計画に対する関係金融機関

の合意が確認できること 。

（ 1 ）に当てはまる方が、

企業再建計画に従

っ て企業の再建を

行う ために必要な

設備資金およ び長

期運転資金

（ 2 ）に当てはまる方が、

経 営 改 善 計 画 に

従って企業の再建

を 図る 上で 必要と

なる 設備資金およ

び長期運転資金

直接貸付

2 0 億円

（ １） に当てはまる方

　 　 基準利率（ 上限2 .5 % ）なお、

　 　 ①二の要件を 満たす場合

は２ 億７ 千万円を 限度に

特別利率③（ 上限2 .5 % ）

（ 2 ） に当てはまる方

　 　 2 億7 千万円まで

　 　 特別利率②（ 上限2 .5 % ）

　 　 2 億7 千万円超

　 　 基準利率（ 上限2 .5 % ）

2 0 年以内
（ う ち据置期間5 年以内）

（ 注 1 ） 長期運転資金には、 建物等の更新に伴い一時的に施設等を 賃借するために必要な資金およ び人材確保に必要な資金を含みます。
（ 注 2 ） 信用リ スク ・ 融資期間などに応じ て所定の利率が適用さ れます。 ただし 、 ご利用いただける 方（ １ ） ①ニまたは（ ２ ） に当てはまる 方であっ て、 担保を 徴し ない場合には、 利率の

引下げ措置があり ます。
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労 働 者 の ス キ ル ア ッ プ に 取 り 組 む 事 業 主 の 皆 さ ま

他社で新し いス キ ル、

身につけて みま せんか？

労働者のス キ ルアッ プと いえば、ま ず企業内でのO FF-J T やO J T を 思い浮かべま すが、他社で実務的

な ス キ ルを 身につけら れる 「在籍型出向（外部O J T ）」と いう 手法も あ り ま す。

「産業雇用安定助成金( ス キ ルアッ プ支援コ ース ) 」 では、「在籍型出向」で労働者のス キ ルアッ プに取り

組む事業主に対し 助成を 行って いま す。積極的な 活用を ご 検討く ださ い。

①新規事業を 考えて いる 場合

障害者サービ ス も

今後行い た い が 、

ノ ウ ハウ がな い 。

A 社職員

出向開始

現場で 障害者への 支援

か ら 施設の 管理業務ま

で 幅広く 従事。

出向先：就労継続支援事業所B 社

A 社職員

出向終了・復帰

障害者サービ ス の 知

識と 利用者への 支援

方法を 会得し 、A 社の

ス ムーズ な 新規事業

展開に貢献。

②事業拡大を 考えて いる 場合

飲食関係事業所C

今は和食店を 展開

し て い る が 、今後は

日本酒に力を 入れ

て 新規顧客を 見込

みた い。

C 社職員

出向開始

現場で 日本酒の 製造全

般業務に携わ る 。

つく る 過程でこ だ わり や

歴史に詳し く な る 。

出向先：日本酒醸造業者D 社

C 社職員

出向終了・復帰

日本酒の 醸造か ら 着想

を 得た 新規メ ニュー考

案や、こ だ わり の 日本

酒の 販売も 視野に入れ

た 事業拡大を 具体的に

検討。

在 籍 型 出 向 で 産 業 雇 用 安 定 助 成 金 ( ス キ ル ア ッ プ 支 援 コ ー ス ) が 利 用 で き ま す

産

業

雇

用

安

定

助

成

金

（
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
支

援

コ
ー
ス
）

例え ばこ ん な 場合に 活用で き ま す

一時的な

人手不足の 軽減高齢者福祉事業所A



Q

&

A

産業雇用安定助成金（ス キ ルアッ プ支援コ ース ）の 詳細につい て は、厚生労働省の H P で ご 確認

い た だ く か 、最寄り の 都道府県労働局、ハロ ーワ ーク ま で お問い 合わせく ださ い 。

LL0 7 0 8 0 1政０２

助成対象と な る 「在籍型出向」と は？

・１か月以上２ 年以内の出向であ る こ と

・労働者のス キルアッ プを 目的と し ている こ と

・出向期間終了後、元の事業所に戻って働く こ と が前提であ る こ と

・労働者の出向復帰後は、賃金を ５ ％以上アッ プさ せる こ と

「賃金５ ％以上アッ プ」にはベース アッ プな ど も 算定で き ま す

助成金の審査にあ た って は、出向前の賃金と 「出向復帰後の賃金（６ か月間）」を 比較し ま す。

こ の「出向復帰後の賃金」には、例えば以下のケ ース のよ う にベース アッ プや賃金改定、出向復帰後

に新た に付与する 手当な ど も 算定対象と な り ま す。

R8 .4 .1時点
ベースアップ反映

R7 .4 .1時点
ベースアップ反映

最低賃金改定
( + 5 1円)

出向前賃金出向期間対象者

2 1万円
（＋5 ,0 0 0 円）

2 0 .5 万円
（＋5 ,0 0 0 円）

-2 0 万円
R 7 .1 .1～
R 8 .3 .3 1

-
基本給2 0 .5 万円
技術手当0 .5 万円

-
基本給2 0 万

円
R 7 .1 .1～
R 7 .12 .3 1

-
月2 0 万円

（時給1,2 5 0 円）
月19 .2 万円

（時給1,2 0 1円）
月18 .4 万円
（時給1,15 0 円）

R6 .10 .1～
R7 .9 .3 0

出向者A

出向者B

出向者C

※変動給や、固定残業代、労働と 直接関係が 薄い手当な ど は算定でき な い場合も あ り ま す。

＜ 支 給 額 イ メ ー ジ ： 賃 金 1 ２ , 0 0 0 円 / １ 日 の 従 業 員 を 、 出 向 元 賃 金 負 担 5 0 % で 出 向 さ せ る 場 合 ＞

助 成 金 （ 4 , 0 0 0 円 ）実質負担
2 ,0 0 0 円

出 向 元
企 業

出 向 先
企 業

※ 中 小 企 業 の 場 合

・出向元事業主が負担し た 「出向中の賃金の一部」について、最長１年間助成

・中小企業は2 /3 、それ以外の企業は1 /2 を 助成

・上限額は出向者１人１日あ た り 8 ,8 7 0 円ま で

助 成 内 容

Q 1 . ど の よ う にし て 出向先を みつけ た ら い い ですか 。

A .「（公財）産業雇用安定セン タ ー」で は、無料で出向に関する 相談に応じ て い ま す。

Q 2 . 出向先は異業種であ る 必要があ り ま すか 。

A .ス キ ルアッ プが 目的で あ れば、出向先は同業種で も 異業種で も 大丈夫です。

申 請 ・ お 問 い 合 わ せ 先 厚生労働省
ホームページ

産業雇用安定センター
ホームページ

5 0 % 6 , 0 0 0 円 5 0 % 6 , 0 0 0 円

会得し た ス キ ルを

元の 企業で

活か し ま し ょ う ！

ス キ ル ア ッ プ 支援コ ース の ポ イ ン ト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相談内容、連絡先 

 

相談内容 
連絡先 

（※電話番号は裏面以降に記載しています） 

・雇用保険受給に関すること 

・再就職に関すること 

・職業訓練に関すること 

各ハローワーク 

・労働者派遣契約に関すること 島根労働局 職業安定課 

・雇用調整助成金等に関すること 島根労働局 助成金相談センター 

・解雇手続 

・賃金不払い 

・休業手当不払い 

各労働基準監督署 

・上記以外の労働相談、職場のトラブ

ル解決支援等に関すること 
各総合労働相談コーナー 

 

 

２ 相談時間 

午前８時３０分～午後５時１５分 （月）～（金） ※土日祝を除く 

三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの

撤退に関連する相談窓口のご案内 

 

三菱マヒンドラ農機及び関連会社が令和８年度上期をめどに農業

用機械事業から撤退を決定したことに伴い、影響を受ける従業員、

派遣社員、取引先等関連企業等の関係者などからの雇用及び労働に

関する相談に対応するため、以下のとおり、島根労働局・労働基準

監督署・ハローワークにて相談を受け付けていますのでお知らせし

ます。 



 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 
～ 離職票・求職活動・採用・雇用保険・職業訓練・助成金など ～ 

松江公共職業安定所 
松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎２階 
℡0852-22-8609 

 隠岐の島出張所 
隠岐郡隠岐の島町城北町５５ 

隠岐の島地方合同庁舎１階 
℡08512-2-0161 

 安来出張所 安来市安来町９０３－１ ℡0854-22-2545 

浜田公共職業安定所 浜田市殿町２１－６ ℡0855-22-8609 

 川本出張所 
邑智郡川本町川本３０１－２ 

  川本地方合同庁舎１階 
℡0855-72-0385 

出雲公共職業安定所 出雲市塩冶有原町１－５９ ℡0853-21-8609 

益田公共職業安定所 
益田市あけぼの東町４－６ 

  益田地方合同庁舎１階 
℡0856-22-8609 

雲南公共職業安定所 雲南市木次町里方５１４－２ ℡0854-42-0751 

石見大田公共職業安定所 大田市大田町大田ロ１１８２－１ ℡0854-82-8609 

 

労働基準監督署 
～ 賃金未払い等労働条件・労務管理など ～ 

松江労働基準監督署 
松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎２階 
℡0852-31-1165 

 隠岐の島駐在事務所 
隠岐郡隠岐の島町城北町５５ 

隠岐の島地方合同庁舎１階 
℡08512-2-0195 

出雲労働基準監督署 
出雲市塩冶善行町１３－３ 

  出雲地方合同庁舎４階 
℡0853-21-1240 

浜田労働基準監督署 浜田市田町１１６－９ ℡0855-22-1840 

益田労働基準監督署 
益田市あけぼの東町４－６ 

  益田地方合同庁舎３階 
℡0856-22-2351 

 

ハローワーク・労働基準監督署 相談窓口一覧 



 

 

 

島根労働局 職業安定部 

職業安定課 

松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎５階 
℡0852-20-7017 

 

 

 

島根労働局 職業安定部 

助成金相談センター 

松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎４階 
℡0852-20-7029 

 

 

 

島根労働局 雇用環境・均等室 
～ 総合的な労働相談・職場のトラブル解決支援など ～ 

島根労働局 

総合労働相談コーナー 

松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎５階 
℡0852-20-7009 

松江総合労働相談コーナー 

（松江労働基準監督署内） 

松江市向島町１３４－１０ 

松江地方合同庁舎２階 
℡0852-40-2939 

出雲総合労働相談コーナー 

（出雲労働基準監督署内） 

出雲市塩冶善行町１３－３ 

  出雲地方合同庁舎４階 
℡0853-21-1240 

浜田総合労働相談コーナー 

（浜田労働基準監督署内） 
浜田市田町１１６－９ ℡0855-22-1840 

益田総合労働相談コーナー 

（益田労働基準監督署内） 

益田市あけぼの東町４－６ 

  益田地方合同庁舎３階 
℡0856-22-2351 

 

 

 
 

総合労働相談コーナー 相談窓口一覧 

島根労働局 助成金相談センター 相談窓口 

島根労働局 職業安定課 相談窓口 
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急速に進行する外的環境の変化に的確に対応していくために、県内ものづくり企業が実施する
QCD向上などの競争力強化の取組みを、専門家（ものづくりアドバイザー）を派遣すること
により支援します。

①事業概要

⑥募集期間

ものづくりアドバイザー派遣事業

②派遣テーマ

・経営力の向上（生産管理・現場改善・IT導入等）
・技術力の向上（新技術開発・技術改良）
・販路開拓 ・海外展開 ・再チャレンジ ・事業承継
・脱炭素化（脱炭素化に向けた取り組みや新しいビジ

ネスモデル構築等）

③支援対象者

県内に本社、支社、工場等を有するものづくり企業
・中小企業者（※個人事業主、みなし大企業を含む）

・創業者
・ものづくり企業連携支援事業により経営計画の

承認を受けたグループ

④派遣時間・回数 ⑤派遣費用

・上限：年間24時間（回数は計6回が上限） 無料 ※講師への謝金・旅費は財団負担

令和９年１月末まで
※実施期間は令和９年2月末まで

・上限：年間48時間（回数は計12回が上限）

三菱マヒンドラ農機関連特別枠

・新規取引先や新たな受注に対応するための加工技術
の習得

・新市場への参入を目指した新製品開発 等

・三菱マヒンドラ農機やリョーノーファクトリー
と直接・間接の取引があり、売上全体の5％以上

（直近決算期または直近3か年の平均）を占めて
いること

【活用例】

別紙11別紙11



経営基盤再構築伴走支援事業

大手メーカーの生産調整等の影響を大きく受ける県内受託事業者を対象に、経営基盤体制の
再構築や、抜本的な経営方針の見直し等を図る企業の取り組みに対して、外部専門家を活用
した伴走支援を行います。

①事業概要

②対象者
県内中小製造業 （機械金属、電気・電子、樹脂）

業績改善チーム

原価管理の見える化と精査による価格改定

受注改善チーム

生産性向上を目的としたスキルマップ構築

営業に関する戦略と管理の仕組みを構築

現状分析

•決算資料等による財務分析

•従業員アンケート
（社風把握・問題点抽出）

•管理者、従業員面談

アクションプラン実行
（月２回の伴走支援）

•労働分配率を踏まえた業績管理体制構築
（支援先の課題に応じた必要帳票を導入）

•支援先従業員による改善活動チームを立ち上げ、
改善実行のフォローアップ

•次年度以降の事業計画策定支援

③支援フロー例

④令和７年度の取り組み成果事例

三菱マヒンドラ農機やリョーノーファクトリー と直接・間接の取引があり、売上全体の5％以上（直近
決算期または直近3か年の平均）を占めていること

三菱マヒンドラ農機関連特別枠



Ｒ８．３.２７ 

事業者説明会 

 

事業継続力強化アドバイザー派遣事業 

（松江市東部農業機械等集積産業支援） 
 

１．事業内容 

（１）対象事業者 

県内に事業所を有する中小企業者、組合又は任意グループであって、三菱マヒン

ドラ農機（株）の清算方針や事業縮小を受けて、三菱マヒンドラ農機（株）若しく

はリョーノーファクトリーとの取引額が直近の決算書において売上全体の５％以上

を占める者。ただし、製造業者を除く、サービス業、卸・小売業など。 

 

（２）内容 

・専門家による経営支援 

（相談例：現場改善、事業の見直し、 

新商品サービスの提供、新分野への進出 など） 

 

（３）事業者の費用負担 

・負担なし 

 

 

 

２．申し込み 

実施機関（最寄りの商工会又は商工会議所）に相談してください。 

 

３．予算総額 

６，０００千円 

 

 
＜参考＞ 

〇通常の事業継続力強化アドバイザー派遣事業 

１．対象事業者 

（１）経営計画を策定している者又は本事業を実施する年度内に策定する予定のある者であっ

て、次のアからエのいずれかに該当する者。ただし、建設事業者を除く。 

ア 経営革新、新分野進出、地域資源活用、農商工連携、雇用創出等に取り組む者 

イ ４０歳未満（法人及び任意グループの場合は代表者の年齢）の者 

ウ 女性（法人及び任意グループの場合は代表者） 

エ 創業から２年以内の者 

（２）「燃油・電気・ガス代」、「原材料費」、「人件費」等の価格転嫁に取り組む者 

（３）新分野進出、人材確保等の経営課題の解決に取り組む建設事業者 

 

２．事業者の費用負担 

・負担なし 

一  般 

価格転嫁 

建 設 業 

派遣回数等の上限 派遣に係る経費の上限 

１回当たり標準所要時間４時間、

３回まで 

１回当たり200千円、

総額600千円 

 

派遣回数等の上限 派遣に係る経費の上限 

１回当たり標準所要時間４時間、５回まで １回当たり200千円、総額750千円 
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【 島根県総務課 R8. 3. 17 時点版】  

問い合わせ先 公益財団法人 島根県育英会 TEL 0852-28-1981 

郵便番号690-0887    島根県松江市殿町8 番地3（ 島根県市町村振興センター3 階）  

URL https: //www. shi mane-i kuei . or. j p                              詳しく はこ ちら→ 

メ ールアド レス i nf o@shi mane-i kuei . or. j p  

三菱マヒ ンド ラ 農機株式会社等の撤退に伴い退職さ れる事業者の役員・ 従業員の方へ 

【 島根県育英会】  

こ の春、 大学などへ進学さ れる 方へ無利子奨学金を貸与し ます 

 退職前に応募でき ますので該当の方はご活用を検討く ださ い 

 

 

 
 

 

応募資格 

 次の要件をすべて満たす方 

 ・ 令和８ 年度に大学・ 短大・ 大学院・ 専修学校（ 専門課程） に進学する方 

 ・ 島根県出身の方 

（ お子さ んが通算して５ 年以上県内に住んだこ と がある場合か、 保護者の住所が県内にある場合を指します）  

・ 保護者が、 令和８ 年３ 月時点において、 三菱マヒ ンド ラ農機( 株)、 そのグループ会社及びこ れらと 取引関係にある県内事

業者の役員又は従業員で、 退職さ れる方（ ※後日、 退職証明書などの提出が必要と なり ます）  

 

貸与月額 ３ ～７ 万円のう ち、 １ 万円単位で選択（ 無利子） ※給付型ではあり ません 

 

返還方法 大学等卒業の６ か月を経過した翌月から、 貸与を受けた月数の３ 倍の期間内で返還 

（ 例）   ３ 万円を４ 年間借り た場合： 毎月１ 万円の 144 回（ 12 年） 返還 

７ 万円を４ 年間借り た場合： 毎月２ 万４ 千円の 140 回（ 11 年８ か月） 返還 

 

貸与期間 保護者の退職月から進学する大学等の最短修業年限の最終月まで 

 

願書受付 令和９ 年２ 月末まで（ 随時受付） ※募集要項などは現在準備中です 

 

願書提出先  令和８ 年３ 月高等学校卒業生 →令和８ 年３ 月在学校の奨学金等担当の先生 

            過年度卒業生        →出身高等学校の奨学金等担当の先生 

       大学入学資格検定等による方／大学院に進学する方 →島根県育英会 

 

 

 

 

 

  

 

【 高校などへ進学さ れる方又は在学中の方へ】  

島根県育英会では、  

高校生等を対象と した奨学金制度も あり ます。 島根県出身の方であれば誰でも 応募できます 

 

島根県育英会では、 三菱マヒ ンド ラ 農機株式会社等の農業用機械事業から の撤退に伴い、  

退職さ れる事業者の役員・ 従業員のお子さ んに対し 、 令和８ 年度大学等奨学金の追加募集を

行います 

島根県育英会では、 大阪府吹田市（ 最寄り 駅： Ｊ Ｒ 千里丘駅） で学生寮を運営しています 

月額寮費 56, 000 円（ 朝・ 夕２ 食付き） と 割安な寮費、 家具・ 家電付きで初期費用が抑えられます 

令和８ 年度入寮者に若干の空きがあり ますので、 興味のある方はお問い合わせく ださい 

（ 令和８ 年３ 月１ ６ 日現在、 空室数 女子用７ 室）  

月額寮費 朝・ 夕２ 食付き 56, 000 円／月  入寮費15 万円（ または 12 万円）  
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高等学校等奨学生の募集
在学奨学生・ 緊急奨学生

（ 公財）島根県育英会

　 島根県育英会では、「 高等学校」・「 高等専門学校（ 専攻科を除く ）」・「 専修学校高等課程」

（ 以下「 高等学校等」と いう ） に在学し 、奨学資金の貸与（ 無利子）を 希望する人を 募集し ます。

応募
資格

　 令和８ 年４ 月に高等学校等に在学し ている生徒で、 学習意欲が旺盛であり ながら 経済的理由に

より 修学困難な島根県出身の人。

　 日本学生支援機構の奨学金（ 給付型を除く ） 、 母子及び父子並びに寡婦福祉法による 修学資金

又は就学支度資金、 島根県高等学校定時制課程等修学奨励資金並びに特別支援教育就学奨励費と

の併用はでき ません。

＊願書に記載さ れている 個人情報については、 島根県育英会の奨学資金業務のためにのみ利用する も のであっ て

その他の目的に使用する こ と はあり ません。 なお、 採用、 不採用にかかわら ず提出さ れた書類は返却し ません。

1 .　 採用の種類及び募集人数

3.　 在学・ 緊急奨学生の申し 込み方法等

2.　 貸与月額

在学奨学生1 120名程度

必要に応じ 応募できます。緊急奨学生2

区　 　 　 　 　 　 　 　 　 分

区　 　 　 　 　 　 　 分 在　 　 学　 　 奨　 　 学　 　 生 緊　 　 急　 　 奨　 　 学　 　 生

国　 　 　 公　 　 　 立 私　 　 　 　 　 　 　 立

奨　 学　 金

入 学 支 度 金

自　 宅　 通　 学（ 月額）

自　宅　外　通　学（ 月額）

１ ８ ，０ ０ ０ 円

２ ３ ，０ ０ ０ 円

－

３ ３ ，０ ０ ０ 円

３ ８ ，０ ０ ０ 円

２ ３ ，１ ０ ０ 円

連 絡 先（ 公財）島根県育英会 松江市殿町8 番地3 　 島根県市町村振興センタ ー3 階  T E L（ 0 8 5 2 ） 2 8 －1 9 8 1

募 集 対 象

募 集 期 間

応 募 方 法

提 出 書 類

決 定 通 知

貸 与 期 間

返 還 方 法

随 時 受 付

７ 月に各学校を通し 本人へ通知 その都度、 学校を通し 本人へ通知

令和８ 年４ 月24日（ 金） ～

各高等学校等が指定する締切日まで

家計急変など緊急事態が生じ た時（ 事由発生から １

年以内の場合）に相談の上、必要書類を学校へ提出

募集期間内に必要書類を学校へ提出

（「 奨学生願書」 は、 各学校へ配布し てあり ます。）

令和８ 年４ 月から 、 卒業までの

最短修業年限の最終月まで

返還誓約書で決めた割賦方法によ り 毎月５ 日に月賦分を 振替口座から 引き 落と し ま
す。 貸与終了の翌月から 数えて７ か月目の月（ ３ 月に終了し た場合は10月） の５ 日
が初回返還日です。

島根県育英会が定める 月から 卒業する ま で

の最短修業年限の最終月まで

①奨学生願書　 ②所得課税証明書〔 生計維持者（ 原則として父母〈 ２ 名〉）〕のもの。

③金融機関口座届　 ④校長推薦書（ 在学し ている 学校が記入）

＊（ 緊急奨学生のみ） その他、 家計急変の事由が分かる 証明書が必要です。

令和８ 年度

（ 令和8 年4 月私立入学者のう ち希望者・ 入学時１ 回のみ）

FAX（ 0 8 5 2 ） 2 6 －2 0 8 9 　 U RL h ttp s ://w w w .s h im a ne-iku e i.o r.jp　 メ ールアド レス in fo@ s h im a ne-iku e i.o r.jp

（ ただし 、在学奨学生の募集締め切り 後から 受付開始）

令和８ 年度高等学校等に在学し ている生徒
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メニューについてアドバイスを受けました。

ヘルシーメニューや季節感のある食材を

取り入れ、お客様にも好評です。
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m鰍蟹島根県信用保証協会
回 回霊園臓器辱G慕ALS

島根県信用保証協会は5DGS の掲げる17のゴールか
ら目標8にフォーカスし、経営支援活動の高度化を推進
します。

経営サポート事例
汎/EBで公開中

事業承継計画を一緒に作成し、
税務関係の整理を行い、安心して
息子に引き継ぐことが出来ました。

、 ′

〆′′

ー
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あなたと専門家を結びまず

した4つのコース

きょうかい専門家派遣事業「結(ゆい)」とは、

中小企業の方々 が抱える様 な々経営課題に対し、専門的な知識と経験を有する専門家を無料で派遣し、

経営計画策定のお手伝いや課題解決に向けたお手伝いをする事業です。

下記の4つのコースをご用意しておりますので、ご希望内容に合わせてコースをお選びいただけます。

rキー
r●ー〒

共通要件

個別要件

最大派遣時間

島根県信用保証協会をご利用中の方、及び当協会の利用を予定されている方

‐二--乍FT- 』にー 圭 …-‐一- -皇 二

特になし 創業後5年未満の方
(創業を予定されている方を含む)

,-- !一室 ニー・"-‐「二爾‐.

業承継を
えている方

30時間

特になし

50時間

↓1‐ー,十.・白

. -- 謂 臨 三
戸

‐・,-- 醒“-ルーコ,;三 - ・一f,1,

30時間 30時間

複数の専門家の派遣

その他

ノ

(3〇時間)

---. ー
」ドー.ー長 -

○

ム せ一 ;-;;=;===〒;ii三i,一デr{rl-.---- 一一「E:, 、- -情,‐ . 1
▲、‐J ,. - ヱii 蘇 i戸軍PI .

相談料、診断料等-切いただきません。
専門家への報酬については、当協会にて負担いたします。

(40時間) (40時間) ′十

-一部歪・] 一部 .:-二一r独 u 豊三烹ー一±蟹上す- -u 叫一国 !!!

X

　
ム,型 .,- .tIFF ,扇 [

- r▲1

′

きょうかい専門家派遣事業「結(ゅぃ)」には、こんな専門家がいます!
●ビジネスマナー指導者
●装飾展示技能士
●管理栄養士

　　　　　
-」′- . -ー
し 帯し.二↓};〆こた

ー
ごろス

ー

●食育インストラクター
●フードコーディネーター
● -Tコーディネーター

●パソコン操作指導者
●コーチング指導者
●社会保険労務士

●司法書士
●公認会計士・税理士
●中小企業診断士 他

ミキ;;-窪ま多憲三熟も〕{三三洋電さそ;も…竃
,
一三E二三禁じ家事芸事三雲三雲‐んでし＼‐う--、.ぶるズ

また、1‐三会をご iも嘉子ニヱーだ‐ソで‘尊く、ごiも.覆う豆 ニニー三′霊長こン3; までシーこ

.1回

圏mm棚島根県信用保証協会
〒690‐8503島根県松江市殿町105番地

TEL.0852 ‐22‐2837 FAx.0852 ‐22‐3075
E-mai1:hosyo@5himane-(9(.orJp

詳細はこちら→

出 雲 支 店 〒69}0012島根県出雲市大津新崎町2丁目24番地
TEL.0853 ‐21‐4998 FAx.0853 ‐21‐4858
E-mai1:izumo@shimane ‐〔9c.orJp

浜田支店溝驚喜屋竪潔鰹蒙警潔‐22‐33。9
E-mail:hamada@shimane- 〔9(.orJp

益田支店 〒698‐0026島根県益田市あけぼの本町lo番地6

TEL.0856 ‐22‐4567 FAx.0856 ‐22‐4568
E-mail:masuda@shimane- 〔9(.orJp



令和 8 年 3 月 

島根県税務課 

島根県税の納税の猶予制度について 
 

島根県税の納税が困難で、一定の要件に該当する場合は、申請いただくこと
で次の制度を利用することができます。 

まずは最寄りの県民センターの窓口へご相談ください。 
 

徴収猶予 

次のような場合で、税金を一時に納付又は納入することができないと認められ

るときは、原則１年間を限度として徴収の猶予を受けることができます。 

１．財産が災害（震災・風水害・火災など）または盗難にあったとき 

２．本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき 

３．事業を廃業又は休業したとき 

４．事業に大きな損失を受けたとき 

換価の猶予 

県税を一時に納付又は納入することにより、事業の継続又は生活の維持を困難

にするおそれがあり、かつ、県税の納付又は納入について誠実な意思を有すると

認められるときは、原則 1 年間を限度として、申請により換価の猶予を受けるこ

とができます。（猶予を受けようとする県税の納期限から 6 ヶ月以内に申請書を

提出することが必要です。） 

  

 各県民センターの所在地及び電話番号 

 

東部県民センター 

 

  〃   雲南事務所 

 

  〃   出雲事務所 

 

西部県民センター 

 

  〃   県央事務所 

 

  〃   益田事務所 

 

隠岐支庁県民局 

 

松江市東津田町 1741-1 

（松江合庁２階） 

雲南市木次町里方 531-1 

（雲南合庁１階） 

出雲市大津町 1139 

（出雲合庁２階） 

浜田市片庭町 254 

（浜田合庁１階） 

大田市大田町大田イ 236-4 

（あすてらす２階） 

益田市昭和町 13-1 

（益田合庁２階） 

隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24 

（隠岐合庁３階） 

 

 

0852-32-5630 

0852-32-5632 

0854-42-9520 

 

0853-30-5532 

 

0855-29-5523 

 

0854-84-9576 

 

0856-31-951６ 

 

08512-2-961７ 
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